
 

香芝市監査委員告示第１８号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき執行した監査につ

いて、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 

令和７年１０月３０日 

 

 

香芝市監査委員  近 藤  洋 

香芝市監査委員   下 村 佳 史 

 

第１ 香芝市監査委員監査基準への準拠 

  下記監査は、香芝市監査委員監査基準に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の種類   

地方自治法第１９９条第１項の規定に基づく財務監査及び同条第２項の規定に基づく行

政監査 

 

第３ 監査の対象   

市長公室 人事課 

 

第４ 監査の実施期間 

令和７年８月２９日から令和７年９月２５日まで 

 

第５ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われてい

るか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかなどを主眼として実施した。 

 

第６ 監査の主な実施内容 

監査にあたっては、あらかじめ提出を求めた資料を検討し関係諸帳簿との照合及び内容を審

査したほか、関係職員の説明を聴取する方法で実施した。 

 

第７ 監査の結果 

監査した結果、一部に留意を要する事項が見受けられた。なお、軽微な事項については、

口頭により指導し改善を要望した。 

 

１ 要望事項  

（１） 時間外勤務が常態化している部局および職員については、個々の事務処理能力だ

けでなく、業務量と必要職員数との間に不均衡が生じている懸念があることから、

実態を把握のうえ、速やかに是正に努められたい。 

また、申告された時間外勤務と実際の退庁時刻に乖離がないか状況を把握し、 適



切に管理するよう努められたい。 

さらに、職員の健康保持の観点から、長期休職者に対しては新たな支援策の検討

を進めるとともに、新たな休職者の発生を防止するための取組を強化されたい。 

 

（２） 香芝市においては、令和７年１月に香芝市定員適正化計画を策定し、職員の採用

を行われているところであるが、県内類似団体５市のうち最も少ない職員数である

との調査結果を鑑み、現在の職員の負担軽減のためにもさらに積極的に適正な職員

数の確保に努められたい。 

 

 


